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窓口 

障がいのある方の日常生活のため、（１）から（30）まで様々な支

援があります。 

（１）～（22）までの窓口は、居住地の福祉事務所または町村障が

い福祉担当課（資料編1ページ）です。（※市町村域によってはサービ

スを提供する事業所がない場合があります。） 

（23）から（30）までの窓口は、それぞれに窓口を記載しています。 

（１） 計画相談支援 ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

障がい福祉サービス等の支給決定等の前に、ご本人やご家族の希望や

状況等を確認しながら、利用する障がい福祉サービス等の種類や内容等

を定めたサービス等利用計画案を作成します。支給決定等の後に、サー

ビス事業者等との連絡調整及びサービス担当者会議を行い、サービス等

利用計画を作成します。 

支給決定後、一定期間ごとにモニタリングを実施し、計画の見直しを

行います。 

（資料編202ページ「相談支援事業所」で「特定」の欄に○が記載され

た指定特定相談支援事業者が実施します。） 

（２）地域相談支援（地域移行・地域定着支援）○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

地域移行支援では、障がい者支援施設等や精神科病院、保護施設、矯

正施設等に入所・入院している方に対して、地域生活へ移行するための

活動に関する相談・支援を行います。 

地域定着支援では、常時の連絡体制の確保や、緊急時の支援を行い、

居宅において単身で生活する方等が地域生活を継続できるように支援し

ます。 

（資料編202ページ「相談支援事業所」で「一般」の欄に○が記載され

た指定一般相談支援事業者が実施します。） 

（３）障がい児相談支援 ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

 障がい児通所支援の給付決定又は給付決定の変更前に、障がい児支援

利用計画案を作成します。給付決定又は変更後、サービス事業者等との

連絡調整の上、障がい児支援利用計画の作成を行います。給付決定後、

一定期間ごとにモニタリングを行います。 

 

 

８章 日常生活の支援 



 
- 58 - 

（4） 居宅介護（ホームヘルパーの派遣） ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

日常生活を営むのに支障となる障がいのある方に対して、居宅におけ

る食事、入浴等の身体介護、洗濯、掃除、買い物等の家事援助、通院介

助等を行います。 

 ■ 介護保険によるホームヘルパーの派遣もあります。 

  ⇒「介護保険」（176ページ）を参照してください。 

（5） 重度訪問介護 ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより

行動上著しい困難を有する障がいのある方で常時介護を要する方に対し

て、居宅での入浴、排せつ、食事等の介護のほか、外出の際の移動中の

介護など総合的な介護を行います。 

（6） 同行援護 ○身   

内容 
視覚障がいによって移動に著しい困難がある方に対して、外出の際に、

必要な情報の提供をはじめとした円滑な移動の支援を行います。 

（7） 行動援護 ○知  ○精  

内容 

知的障がい又は精神障がいによって行動上著しい困難があるため常時

介護が必要な方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必

要な援助や外出の際の移動中の介護を行います。 

（8） 短期入所（ショートステイ） ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

 障がいのある児(者)を介護している家族が病気や出産、その他私的な

理由により介護が困難となった場合、一時的に施設を利用（宿泊）でき

ます。 

 ■ 介護保険による短期入所（ショートステイ）もあります。 

  ⇒「介護保険」（176ページ）を参照してください。 

（9） 重度障がい者等包括支援 ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 
 常時介護が必要な障がいのある方に対して居宅介護その他複数のサー

ビスを包括的に提供します。 

（10） 療養介護 ○身  ○知  ○難  

内容 

 医療及び常時介護を必要とする障がいのある方に、病院において、機

能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護や日常生活

上の支援を行います。 

 療養介護のうち医療にかかるものは療養介護医療として提供します。 
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（11） 生活介護 ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

 常時介護が必要な障がいのある方に、入浴、排せつ及び食事等の介護

や日常生活上の支援を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提

供します。 

 

（12） 自立訓練（機能訓練） ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

一定期間、通所又は利用者の居宅への訪問により、理学療法、作業療

法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その

他必要な支援を行います。 

 

（13） 自立訓練（生活訓練） ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

 一定期間、通所又は利用者の居宅への訪問により、入浴、排せつ及び

食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関

する相談及び助言その他必要な支援を行います。 

 宿泊型自立訓練では、居室その他の設備を利用させるとともに家事等

の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言

その他の必要な支援を行います。 

 

（14） 就労移行支援 ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

 一般就労が見込まれる65歳未満又は65歳以上（65歳になる前5年

間障がい福祉サービスの支給決定を受けており、利用開始時65歳未満

）の障がいのある方に、一定期間、生産活動その他の活動の機会を提供

し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練及び就職活動

に関する支援等を行います。 

 

（15） 就労継続支援Ａ型 ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

 一般就労が困難な障がいのある方のうち、雇用契約に基づく就労が可

能な65歳未満又は65歳以上（65歳になる前５年間障がい福祉サービ

スの支給決定を受けており、利用開始時65歳未満）の方に、雇用契約

に基づく就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の

向上に必要な訓練、就職活動に関する支援等を行います。 



 
- 60 - 

（16） 就労継続支援Ｂ型 ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

 一般就労が困難な障がいのある方に、就労の機会を提供するとともに

就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練、就職活動に関する支援

を行います。 

 

（1７） 就労定着支援 ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がいのある方に、

就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために、企業・自宅

への訪問等により必要な連絡調整や指導・助言等を行います。 

 

（1８） 自立生活援助 ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

障がい者支援施設やグループホーム等を利用していた障がいのある方

に、一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪

問や随時の対応により必要な支援を行います。 

 

（1９） 共同生活援助（グループホーム） ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

障がいのある方に、主として夜間において、共同生活を営む住居で、

相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の支援を行いま

す。 

 

（２０） 施設入所支援 ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

夜間に介護を必要とする障がいのある方に、居住の場を提供し、主と

して夜間に、入浴、排せつ及び食事の介護、生活等に関する相談及び助

言その他の必要な日常生活上の支援を行います。 

「障がい者支援施設」とは、居住の場を提供するとともに主として夜

間の支援を行う「施設入所支援」と日中活動の支援を行なう「生活介

護」「自立訓練」「就労移行支援」「就労継続支援Ｂ型」を組み合わせ

て行う施設のことを言います。 
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（２１）児童福祉施設等（障がい児関係）（資料編54ページ） 

○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

① 児童発達支援 ○身  ○知  ○精  ○難  
 未就学児が家庭から通所しながら、身近な療育を受けることが

できます。 

② 放課後等デイサービス ○身  ○知  ○精  ○難  

就学児が放課後や夏休み等の長期休暇中に家庭や学校から通所

しながら、生活能力向上のための訓練等が受けられます。 
③ 保育所等訪問支援 ○身  ○知  ○精  ○難  

保育所等を利用する障がい児が保育所等での集団生活に適応で

きるように、支援員が保育所等を訪問し、専門的な支援を行いま

す。 

④ 居宅訪問型児童発達支援 ○身  ○知  ○精  ○難  
重度障がい児の居宅に支援員が訪問し、日常生活における基本 

的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 

⑤ 障がい児入所施設 ○身  ○知  ○精  ○難  

障がい児が施設で生活しながら、日常生活に必要な知識や技能

を身につけることができます。 

 

（2２）ガイドヘルパー（移動支援従事者）の派遣 ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

 屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支

援を行うことにより、地域における自立生活および社会参加を

促すことを目的としてガイドヘルパー（移動支援従事者）を派

遣します。 

 

（2３） 手話通訳者の派遣 ○身  

内容 
 障害者総合支援法に基づき､手話通訳者を派遣します（特に専門性の高

いものについては大阪府にて実施）。 

対象者 聴覚障がい者及び言語障がい者 

窓口 
居住地の福祉事務所または市町村障がい福祉担当課（資料編1ページ） 

大阪聴力障害者協会（資料編43ページ） 
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（2４） 要約筆記者の派遣 ○身  

内容 
障害者総合支援法に基づき､要約筆記者を派遣します（特に専門性の高

いものについては大阪府にて実施）。 

対象者 聴覚障がい者及び言語障がい者 

窓口 
居住地の福祉事務所または市町村障がい福祉担当課（資料編1ページ） 

大阪府中途失聴・難聴者協会（資料編43ページ） 

 

（2５） 市町村障がい者相談支援事業 ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

障がい者等からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言その他の障が

い福祉サービスの利用支援等の必要な支援を行うとともに、専門機関の

紹介やピアカウンセリングを行います。 

窓口 
市町村相談支援事業所（資料編202ページ「相談支援事業所」で「直

営」「委託」の欄に○が記載された事業者。） 

 

（2６） 地域活動支援センター ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

利用者に対し相談支援、生活支援、地域交流、余暇支援及び機能訓練

の提供等の支援を行うとともに、医療・福祉及び地域の社会基盤との連

携強化のための調整、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等

を行います。 

窓口 地域活動支援センター（資料編176ページ） 

 

（2７） 日中一時支援 ○身  ○知  ○精  ○難   

内容 

障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就

労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目

的としています。 

窓口 日中一時支援事業所（資料編186ページ） 

 

（2８）福祉ホーム ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

18歳以上の障がい者が地域において自立した日常生活又は社会生活

を営むために、低額な料金で居室その他の設備を利用することができ

ます。利用料算定方式に基づいた利用料が必要です。 

窓口 居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課（資料編1ページ） 
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（2９） 盲ろう者通訳・介助者派遣事業 ○身  

内容 

① 派遣内容 

盲ろう者通訳・介助者派遣事業では、大阪府内に居住する盲ろう者（視

覚と聴覚に重複して重度の障がいがある人・年齢を問わない）で身体障が

い者手帳の1級又は2級の交付を受けた人を対象に、通訳・介助者の派遣

を実施しています。 

【派遣が認められない場合】 

一 通勤、就業その他の反復継続的な活動に係るものである場合又は別の

手段により通訳・介助を受けることができる場合。ただし、次に掲げる

ものを除く。 

 イ 総合支援法に基づく同行援護を通訳・介助者以外の者から受ける場

合であって、当該同行援護を受けて行う活動のうち通訳に係るもの 

 ロ 総合支援法に基づく指定障害者福祉サービスに係るもののうち通所

に係るものであって、当該通所のための介助及び１日当たりの当該サ

ービス利用時間のうち１時間に係る通訳 

 ハ 反復継続的な活動のうち収入を得ないものであって、日常の当該活

動のための移動の介助を行う者（業務として当該介助を行う者を除く

。）が病気その他のやむを得ない事情によって当該介助を行うことが

できないと認められるもの 

二 通訳・介助者自らが車両又は自転車を運転して介助する場合 

三 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする場合 

②利用料 

 派遣に要する費用は無料です。ただし、派遣を受けておこなおうとす

る活動に関して発生する利用者と通訳・介助者の交通費、入場料、その

他の費用については、利用者の負担となります。 

③利用申込み 

 あらかじめ利用登録を行い、原則として派遣を希望する10日前まで

に通訳・介助者派遣申請を行ってください。 

対象者 

大阪府内に居住する盲ろう者（視覚と聴覚に重複して重度の障がいがある

人・年齢を問わない）で身体障がい者手帳の１級又は２級の交付を受けた

人 

窓口 大阪障害者自立支援協会（資料編42ページ） 
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（３０） 発達支援拠点  ○精  

内容 

発達障がい児の支援のため、個別療育や保護者支援を行っています。ま

た、圏域内の児童発達支援、放課後等デイサービス事業所、小・中学校な

ど障がい児通所支援事業所等を対象とした機関支援を行っています。 

対象者 発達障がい児とその家族、障がい児通所支援事業所等 

窓口 

①こども発達支援センター青空（そら） 

 （所在地）箕面市稲６-１５-２６ あいあいプラザ内 

 ＴＥＬ：０７２－７２９－０１２５ 

 ＦＡＸ：０７２－７２９－８１００ 

②こども発達支援センターｗｉｌｌ（ウィル） 

 （所在地）高槻市城北町1-6-8 奥野ビル2F 

 ＴＥＬ：０７２－６６２－０１００ 

 ＦＡＸ：０７２－６６２－００５６ 

③自閉症療育センターＬｉｎｋ（リンク） 

 （所在地）枚方市岡東町２４-１０ アイエス枚方ビル3Ｆ 

 ＴＥＬ：０７２－８４１－２４１１ 

 ＦＡＸ：０７２－８４１－２４１２ 

④発達障害支援センターＰＡＬ（パル） 

 （所在地）東大阪市菱江５－２－３４  

東大阪市立障害児者支援センター内 

 ＴＥＬ：０７２－９７５－５７１２ 

 ＦＡＸ：０７２－９７５－５７１８ 

⑤こども発達支援センターＳｕｎ（サン） 

 （所在地）富田林市粟ヶ池町２９６９－５ レインボーホールB１Ｆ 

 ＴＥＬ：０７２１－２６－７３３１ 

 ＦＡＸ：０７２１－２６－７３７７ 

⑥自閉症児支援センターＷａｖｅ（ウェーブ） 

 （所在地）貝塚市東山２－１－１ 

 ＴＥＬ：０７２－４２１－３０１１ 

ＦＡＸ：０７２－４２１－３０１１ 

 


